
　日常生活の中の人権問題に気付き、差別や人権侵害のない社会づくりへの意識を高めるため、市ホームページ
で講座の動画を配信します。
　一人一人が人権問題を身近なこととして感じ、正しい理解と認識を深めましょう。
※受講後、ウェブアンケートへの協力をお願いします。
※詳しくは、市ホームページを確認してください。

●配信期間 12月26日㈮～令和８年２月28日㈯
※動画の視聴を希望する人で、インターネット環境がない場合は、視聴会場を設けますので、相談してください。

●問い合わせ先　人権男女共同参画課　☎（580)1840

●概要　福岡県に暮らす海外にルーツを持つ子どもとその家族の現状と課題につい
て解説し、子どもの権利を守り、その保護者が安心して働き続けるための取り
組みを紹介します。

●講師　ブイテイトウサンゴさん（一般社団法人　福岡国際市民協会　代表理事）

人権をまなぶ講座（オンライン配信）

福岡県における海外にルーツを持つ子ども・保護者の課題
～一般社団法人　福岡国際市民協会の取り組み～

外国人と子どもの人権テーマ

●概要　ハンセン病問題について、当事者の皆さんが実際に体験された話や、これ
までの法律の変遷と国の対応などについて解説し、今も続く差別をなくすため
に何ができるのか考えます。

●講師　古長美知子さん（ヒューマンライツふくおか　代表理事）

ハンセン病問題の人権テーマ

●概要　障がいのある人もない人も、職場で支え合いながら働く。今、多様な人材が輝く職場づくりが求
められています。わずか1分と３分の２つのショート動画から、誰にとっても働きやすい職場づくりを
一緒に考えてみませんか。

●監修　江島玲子さん（筑紫女学園大学非常勤講師）

ショート動画から始まる、誰もが力を発揮できる職場づくりとは

はたらく障がい者の人権テーマ

ハンセン病問題から学び伝える
～ハンセン病問題とは・知らないを聞いてみよう・今も続く差別をなくすには～
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